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ハラスメント対応特別相談窓口を開設します！ 
開設期間：平成29 年7 月3 日（月）～平成29 年12 月28 日(木) 

 

 厚生労働省では、事業主・人事担当者や労働者等が、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関す

るハラスメント防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組について理解を深めるため、「全国

ハラスメント撲滅キャラバン」を実施し、全国の都道府県労働局において、説明会の開催やハラス

メント対応特別相談窓口を開設します。 

 千葉労働局（局長 塚本勝利）では、県内におけるマタニティハラスメント関係の相談が増加し

ている状況を踏まえ、以下のとおり相談窓口を設置して、労働者や事業主等からの相談に対応しま

す（資料1）。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法では、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする解雇などの不利

益な取扱いを禁止しています。また、平成29年1月1日から、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等

に関するハラスメントを防止する措置が事業主に義務付けられました（資料３）。 

 

＜添付資料＞ 
１ 妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談件数の推移 
２ ハラスメント対応特別相談窓口を開設します 
３ 事業主の皆さまへ 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策、 
  セクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!! 
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厚生労働省 

千葉労働局 

ハラスメント対応特別相談窓口の開設（資料２） 

 労働者や事業主等が相談できる「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。 

【 期 間 】 平成２９年７月３日（月）～平成２９年１２月２８日（木） 

【受付時間】 ８時３０分～１７時１５分  月～金曜日（祝日除く） 

       電話又は来庁による相談 

【受付窓口】 千葉労働局雇用環境・均等室  

    （千葉市中央区中央４－１１－１ 電話 ０４３－２２１－２３０７） 

 

【相談内容】 ・妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 

       ・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする解雇等の不利益取扱い 

       ・職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど 
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都道府県労働局では、雇用環境・均等部（室）に

ハラスメント対応特別相談窓口を開設します！
千葉労働局開設期間：平成29年７月３日（月）～平成29年１２月２８日（木）

○妊娠・出産をしながら働く女性のためのさまざまな制度があります
（母子健康手帳でも紹介されていますのでぜひ読んでみてください）

○育児や介護のためのさまざまな制度は、男性も取得することができます

制度について知りたい場合も、ご相談ください。

上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する

ハラスメントの防止措置について
近年、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントが問題となっています。

このため、平成29年1月1日から、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
を防止する措置が事業主に義務付けられました。詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ ＞ 政策について ＞ 分野別の政策一覧 ＞ 雇用・労働 ＞ 雇用均等 ＞ 雇用における
男女の均等な機会と待遇の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

妊娠・出産・育児休業・介護
休業等に関するハラスメント
の防止措置は、会社としてな
にをすればよいのだろう。

働く人も、企業の担当者も、ご相談ください！

上司に妊娠を報告したら
「他の人を雇うので早めに
辞めてもらうしかない」と
言われた。

妊娠・出産・育児休業等に
関するハラスメントの相談
を受けたが、会社として
どうすればよいのだろう。

育児短時間勤務をしていた
ら同僚から
「あなたが早く帰るせいで、
まわりは迷惑している。」
と何度も言われ、精神的に非
常に苦痛を感じている。

妊娠・出産・育児休業・介護休業などを
理由とする解雇などの不利益な取扱いは法律で禁止 されています。

このほか・・・
◆ 妊娠を報告したら、事業主から「退職してもらう」と言われました。
◆ 非正規の社員も、産休・育休を取れるのでしょうか？
◆ 会社として、妊娠等した労働者に、このような取扱いをしたら、

均等法などに違反しますか？
・・・などのご相談にも対応します。

※

※男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法

たとえば・・・
働く人働く人 企業の担当者企業の担当者

働く人働く人

企業の担当者企業の担当者働く人働く人

企業の担当者企業の担当者

資料２



都道府県労働局があなたのお力になります！相談して
ください！

匿名でも大丈夫 プライバシーは厳守します。

まずは相談してください！！ 相談は無料です！

千葉労働局 ハラスメント対応特別相談窓口

Ｑ．どのような相談ができますか？

Ａ．上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントや妊娠・出
産・育児休業・介護休業等を理由とする解雇等の不利益取扱いについてご相談いただけます。
そのほか、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについてもご相談
いただけます。

受付時間 ８時30分～17時15分（閉庁時刻）月曜日～金曜日（祝日除く）

※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。
できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。

電話番号 ０４３－２２１－２３０７

住 所 千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第二地方合同庁舎１階

Ｑ．妊娠したら退職を強要されました。相談したら、労働局ではなにをするのですか？

Ａ．相談者のご希望や状況を踏まえ、会社に事実確認を行い、その状況に応じて会社に働き
かけを行います。相談者の了解なしに、会社に相談者の情報を提供することはありません。
会社との間に紛争が生じている場合は、労働局長による援助や調停会議による調停を行って
います。

Ｑ．女性しか相談できませんか？

Ａ．男性もご相談いただけます。また、労働者、事業主どちらからのご相談も受け付けます。

三井
ガーデン
ホテル



千葉労働局雇用環境・均等室は、セクハラ、マタハラなどのハラスメント対策に
取組む事業主をバックアップしています。

千葉労働局雇用環境・均等室は、セクハラ、マタハラなどのハラスメント対策に
取組む事業主をバックアップしています。

C769　千葉労働局様　「STOP!!　ハラスメント」リーフレット　表面　■C■M■Y■K　MM.CC.124.20170313

ポスターの掲示がーつの方法ですが、その他、新入

社員を迎える時期や社内研修の機会等を捉え、継続

的・ 定期的に行っていくことが大切です。 

女性を相談担当者に加える、複数設置する（本社

と支店、社内と社外、会社と労働組合等）など実

質的に相談しやすいように配慮してください。

◆よくあるご質問

Q1ハラスメントの相談窓口の設置で
　　気を付けることは？

Q3ハラスメントをした従業員の制裁ルールはどのように定めればよいの？

Q2どのように周知をすればよいの？

①就業規則の懲戒規定において、処分の種類や程度を決めておくことや、②懲罰委員会で公正に対処するなどの方

法が考えられます。制裁ルールを明確にすることにより、ハラスメントの未然防止につながります。

◆　以下のことでお困りの事業主の皆さま…

対処法が分からない。

労働者とトラブルに
なってしまった。

防止対策の具体的内容
を知りたい。

相談担当者の研修の
教材を提供して欲しい。

ハラスメントに関する労働者や事業主の皆さまの相談に専門の相談員がお答えします。
※来局での個別相談の場合は、事前に電話予約をお願いします。

① 相談ダイヤル

② 情報提供サービス

③ 紛争解決援助サービス

厚生労働省や千葉労働局HPでの各種情報提供
パンフレツト（法令の解説、取組事例、相談対応フローチャート等）の送付・広報

労使間で紛争が生じた場合、労働局長または調停委員会（学識経験者・弁護士等の
労働法の専門家で構成）による援助を行っています。
※事業主の皆さまからの申請も出来ます。

千葉労働局雇用環境・均等室
〒260-8612　　干葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2 地方合同庁舎
　　　　　　　　TEL 043-221-2307　FAX 043-221-2308

事業主の皆さまへ
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策、

セクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です！！

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により、以下のハラスメント対策（セクハラ、
マタハラ等）を講ずることが、事業主の皆さんに義務づけられています。

①　職場のハラスメントは許さないという方針を明確に示す。

②　相談体制を整える。

③　問題が起きた際に、迅速に対応する。

④　相談対応などに際しての留意事項。

■　社内規定の周知や研修等を通じて、職場のハラスメントは許されないことを、どういった
ものが、ハラスメントに当たるのかも含めて、明確にする。

■　ハラスメントは懲戒の対象となることや、行為者に対する懲戒処分の具体的内容を、就業
規則等で明らかにして、周知・啓発を図ること。

■　事実関係を迅速かつ正確に確認する。
■　ハラスメントの事実が確認された場合は、被害者に生じている不利益の回復やメンタルヘ

ルス不調への相談対応など、速やかに被害者に対する配慮の措置を行う。
■　ハラスメントの事実が確認された場合は、行為者に必要な処分を行うなど、速やかに行為

者に対する措置を行う。
■　ハラスメントが確認できない場合も含め、再発防止の取組を行う。

■　相談者だけでなく、行為者のプライバシーの保護にも努め、公正に対処する。
■　関係当事者だけでなく、ハラスメントの事実関係の確認に協力した従業員についても不利

益な取り扱いを行わないことをルール化し、周知する。

■　相談窓ロを設置し、その内容を従業員に周知する。
　　なお、あらゆるハラスメント（パワハラなどを含め）

の相談について、一元的に応じることができる体
制が望ましい。

■　相談対応マニュアルを決めて置くなどして、相談
窓ロの担当者が適切に対応できる体制にすること。

■以下の点にも留意しましょう
◉派遣労働者に対しては、派遣元だけではなく、派遣先事業主も措置を講じる必要があります。 
◉妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、労働者の側におい
ても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図り
ながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つことを、労働者に周知・
啓発しましょう。
◉パワハラ対策については事業主の義務となっていませんが、併せて対策を定めておくことが望ま
れます。

＜中面ポスターの利用について＞
相談窓口欄に必要事項（担当者氏名・所属、 連絡先、相談方法等）を記載し、従業員への周知・
啓発用としてご利用ください。

相談方法は、面談だけで
なく、電話、メールなど
複数の方法で受けられ
るように工夫を！　　　

セクハラ、マタハラかど
うか微妙な場合でも広く
対応してください。

千葉労働局雇用環境・均等室は、セクハラ、マタハラなどのハラスメント対策に
取組む事業主をバックアップしています。
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ゆ
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。

日
頃
の
言
動
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！

セ
 ク
 ハ
 ラ
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）

職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
意
に
反
す
る
性
的
な
言
動
に
対
す
る
対
応

（
拒
否
や
抵
抗
）
に
よ
り
、
そ
の
者
が
労
働
条
件
に
つ
い
て
不
利
益
を
受

け
た
り
、
性
的
な
言
動
に
よ
り
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
。

性
別
役
割
分
担
意
識
に
基
づ
く
言
動
は
、
セ
ク
ハ
ラ
の
発
生
原
因
や
背
景
と

な
り
得
ま
す
。

◇
性
的
な
冗
談
、
か
ら
か
い

◇
食
事
や
デ
ー
ト
へ
の
執
拗
な
誘
い

◇
体
へ
の
不
必
要
な
接
触

◇
交
際
や
性
的
な
関
係
の
強
要

◇
性
的
な
言
動
を
拒
否
し
た
社
員
へ
の
嫌
が
ら
せ

マ
 タ
 ハ
 ラ
 等
（
妊
娠
・
出
産
・
育
児
休
業
・
介
護
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）

職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
上
司
・
同
僚
か
ら
の
言
動
に
よ
り
、
妊
娠
・

出
産
し
た
者
や
育
児
・
介
護
休
業
等
を
申
出
・
取
得
し
た
者
の
就
業
環

境
が
害
さ
れ
る
こ
と
。

妊
娠
・
出
産
・
育
児
休
業
等
に
関
す
る
否
定
的
な
言
動
は
、
マ
タ
ハ
ラ
等
の

発
生
原
因
や
背
景
に
な
り
得
ま
す
。

◇
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
た
ら
、「
あ
な
た
だ
け
特
別
扱

い
で
い
い
わ
ね
。」
と
同
僚
か
ら
言
わ
れ
精
神
的
に
苦
痛

◇
上
司
に
妊
娠
を
報
告
し
た
ら
、「
早
め
に
辞
め
て
も
ら
い
た

い
」
と
言
わ
れ
た

◇
育
休
を
取
り
た
い
と
上
司
に
相
談
し
た
ら
、

　「
昇
進
は
な
い
も
の
と
思
え
」
と
言
わ
れ
た

パ
 ワ
 ハ
 ラ
（
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）

同
じ
職
場
で
働
く
者
に
対
し
て
、
職
務
上
の
地
位
や
人
間
関
係
な
ど
の

職
場
内
で
の
優
位
性
を
背
景
に
、
業
務
の
適
正
な
範
囲
を
超
え
て
、
精

神
的
身
体
的
苦
痛
を
与
え
る
又
は
職
場
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
。

◇
皆
の
前
で
、
さ
さ
い
な
ミ
ス
を
大
声
で
叱
責

◇
１
人
で
は
無
理
な
仕
事
を
押
し
つ
け
ら
れ
る

◇
部
署
の
食
事
会
に
誘
わ
れ
な
い

◇
休
み
の
理
由
を
根
掘
り
葉
掘
り
聞
く

ハ ラ ス メ ン ト と 感 じ た

ら 一 人 で 悩 ま ず に 相 談

窓 口 に 相 談 し ま し ょ う 。

当 社 に お い て 働 い て い

る す べ て の 方 が 利 用 で

き ま す 。 ハ ラ ス メ ン ト

か ど う か 微 妙 な 場 合 で

も 相 談 し て く だ さ い 。
★
相
談
は
公
平
に
、
相
談
者
だ
け
で
な
く
行
為
者
に
つ
い
て
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
っ
て
対
応
し
ま
す
。

★
相
談
者
は
も
ち
ろ
ん
、
事
実
関
係
の
確
認
に
協
力
し
た
方
に
対
し
て
も
不
利
益
な
取
扱
い
は
し
ま
せ
ん
。

※
処
分
の
内
容
は
、
行
為
の
具
体
的
態
様
（
時
間
・
場
所
・
内
容
・
程
度
）、
当
事
者
同
士
の
関
係
（
職
位
等
）、
被
害
者
の
対
応
・
心
情

等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
決
定
し
ま
す
。

★
妊
娠
・
出
産
、
育
児
や
介
護
を
行
う
労
働
者
が
利
用
で
き
る
様
々
な
制
度
が
あ
り
ま
す
。
就
業
規
則
等
に
よ
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

★
制
度
や
措
置
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
業
務
の
見
直
し
な
ど
で
、
上
司
や
同
僚
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
制
度
や
措
置
の

利
用
を
た
め
ら
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
円
滑
な
制
度
の
利
用
の
た
め
に
も
、
利
用
す
る
方
は
日
頃
か
ら
周
囲
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

る
こ
と
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
適
切
に
業
務
を
遂
行
し
て
い
く
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

年
　
　
月
　
　
日

～
ハ
ラ
ス
メ
ント
の
な
い
働
き
や
す
い
職
場
を
み
ん
な
で
作
り
ま
しょ
う
～

妊
娠
し
て
い
る
方
や
育
児
休
業
・
介
護
休
業
等
を
利
用
す
る
方
は
・
・
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
就
業
規
則
に
基
づ
き
、
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。


